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令不□2年 2月定例県議会の概要について

「一般質問」での教育委員会関係の主な質疑応答

久保田 将臓 議員

◇ふるさと教育の充実について

○地域を担つて立つような人材を育成するために、現在、中学校でどのような取組が行

われているか伺いたい。

(教育長答弁)

本県では、中学生のふるさとを担おうとする意欲を高めるために、県内で活躍する企業

等の協力による仮想会社の設立など、ふるさとの強みを生かした職業体験学習プログラム

の開発を目指す「ふるさとを活性化するキャリア教育充実事業」に取り組んでおります。

現在、実践校 6校で実施しておりますが、その一つである長崎市立野母崎中学校では、地

元の伊勢エビまつりを教育資源とした学習プログラムを開発しています。具体的には、地

元商工会からの協力のもと、加工食品販売模擬会社を作り、地元食材を使った商品の開

発 ,販売をしました。その過程において(生徒は様々な課題を主体的に解決していつたと

いうことであります。同じく長与町立高田中学校では、学校で取れる梅を素材にく地域の

方から教わりながら作つた梅干を販売する模擬株式会社を設立しました。会社設立に当た

りましては、保護者や住民に目的や経営理念t商品や予算などを説明し、株式を発行する

ことで資金を集め、さらなる地域活性化に向けた取組を計画しているということでありま

すと

どちらの学校も生徒の意欲冷れた活動が展開されており、保護者や地域住民からも期待

の声が上がっております。

このように、地域の人や産業と触れ合いながら、地域の強みを生かしたり地域の課題を

解決したりする活動を、中学生の段階から言図的に位置付けることにより、ふるさとへの

愛着が一層深まるとともに、チャレンジ精神や企画力などふるさとを担おうとする実隣力

も培われ、ひいては県内定着へもつながるものと期待しているところであります。

Oこの取組を県内全ての中学校へ拡げるために、今後どのように展開していくのか伺い

たい。

(教育長答弁)

本年度と次年度の2カ年計画で、実時校の取組を県内全ての中学校に普及したいと考え

ております。具体的には、本年度末までに、現在取り組んでいる6地区6校の実践内容を

リーフレジトにまとめ、全中学校へ発信してまいります。

さらに次年度は、実践校を8地区8校に拡大するとともに、それぞれの実践成果を発表

するフォーラム等を開催し、広く県民に発信してまいります。

概 要
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吉村 洋 議員

◇県北地域の産業振興へ向けた人材育成について

(佐世保工業高校⌒の造船系学科の新設について)

O佐世保市からの要望、また、今回の海事振興連理の動きに対する見解について伺いた

い 。

(教育長答弁)

佐世保市からの要望につきましては、本県の造船に関する教育の考え方や高校への求人

の分析などをもとに検討をしてまいりました。また、先日開催された海事振興連盟主催の

佐世保タウンミーティングにおいて決議された事項の中に、造船ヨ●スの設置要望が盛 り

込まれたことは承知しており、造船業においては、技能職をはじめとする人材不足の状況

となっていることについても、十分に認識をしてぃるところであります。

一方、本県におきましては、造船に関する教育は、長崎工業高校の機械システム科に、

20名程度のコ▼スを設置し、船舶設計をはじめとする造船技術者の育成を目指した教育

活動を行つております。造船関連企業から高棟への求人は、設計などを行 う技術職と溶接

など現場で働く技能職に区分され、技術職については主に長崎工業高校の造船コ‐スか

ら、技能職については、工業高校をはじめ、普通科高校等からも就職している状況となっ

ておりますと長崎工業高校造船コースの船舶設計にかかる技術職の求人数は、県外や県北

地域の企業分を含め過去 3年間の平均で 10名程度となっており、工業高校における専門

教育が必要となる技術職の求人は少ない状況となっております。

今後、指導にあたる教員の確保の問題や、県北地域の中学生の進路状況を見極めた対応

が必要であると考えているところであります。

O長崎工業高校のように、定員を増やすのではなく、 1学科 2コ ース制というのも考え

られるのではないか。

(教育長答弁)

全国で造船に関する教育を行 う学校は、私どもが把握しているところでは、6県 6校で、

県立が5校と、大分県に今年度私立で設置されました。いずれも定員が10～ 20名程度
で、それぞれ造船の盛んな都市に設置されております。県教育委員会といたしましては、

先ほど申しあげたとぉり、高校卒の技術職としての企業からの求人状況をみると20名程

度の養成で賄えるという判断をしております。今回の決議が出たことによりまして、佐世
保市において、造船関連企業におけるエーズ調査をされるということで、その結果をもと
にして、佐世保市と意見交換をしたいと思っております。技術職が必要なのか、技能職が
必要なのかということによらて養成する機関も変わってくると思いますので、充分に意見
交換をしたいと考えております。
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◇県立世知原少年自然の家の運営について

○施設の整理についてどのような検討が行われたのか。

(教育長答弁)

青少年教育施設は、青少年の健全育成に重要な役割を担 う施設と認識しております。

本県においては、県立の 5施設のうち、佐世保青少年の天地を除く4施設が設置から40

年以上が経過し、今後、大規模改修を行 う時期を迎えます。また、これらの施設の平成

30年度の利用者数は、約 13万人で、この 5年間で約 17,000人 減少しているとこ

ろです。このような状況でありますが、重要な役割を担う青少年教育施設を健全な状態で

永続的に維持していくためには、限られた予算や人員を集中して、県内各エリアに適切に

配置していくべきと考えております。

そのため、県北地域の2つの施設については、佐世保青少年の天地にその機能を集約す

ることとし、世知原少年自然の家の廃上を表明したというところであります。

O地元市町からの要望や住民の思いを考えると、あり方の議論を尽くすべきと思うがど

のように考えているか伺いたい。

(教育長答弁)

世知原少年自然の家の廃止を表明した後、関係団体等から存続の要望等を承りました。

また、各校長会、教育委員会等からも様々な意見を寄せていただいたところであります。

例えば、天地に集約されると遠くなつて不便になる、自然体験プログラムが制約されるの

ではないかという意見を承つたところであります。そのようなことを伺いましたので、集

約後の受け入れ体制の確保や自然体験プログラムの充実等の対策をしつかり講じ、それを

お示しすることで利用者の方々の不安を払拭してご理解を得たいと考えております。

そのためには、一定の時間が必要であると考えておりますので、当初は令和 2年度本に

廃上をすると考えておりましたけれども、一定の時間をかけて検討し、その結果を踏まえ

て関係者の皆様方のご理解を得るような動きをしたいと考えているところであります。

北村 貴寿 議員

◇鷹島水中遺跡の保存活用について

O松浦市からは、水中遺跡の調査機関を鷹島町に設置することなどを国に働きかけるよ

うに要望が行われているがt県としてはどのように対応しているか伺いたい。

(教育長答弁) .
鷹島神崎遺跡は、平成 24年に海底遺跡として初めて国史跡に指定され、元寇に関する

沈没船をはじめ、木製碇、武器 。武具等、多くの遺物が出土するなど、全国的にみても大

変重要な遺跡であると考えております。
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県としても、松浦市の要望を踏まえ、水中遺跡の調査・保護に専門的に取り組む組織を

九州国立博物館に設置し、松浦市鷹島に、現地調査研究施設をおいて、調査研究及び保存

管理に国策として取り組むことを政府施策要望の重点項目として要望しているところで

あります。県教育委員会といたしましても、九州目立博物館の担当部長と意見交換をさせ

ていただき、協力等を要請しているところであります。

O本県の松浦市への支援はどうなっているのか伺いたい。

(教育長答弁)

県においては、これまでも松浦市が実施する調査に対 し財政支援を行 うほか、職員を派

遣し、調査協力や遺物の保存処理への技術支援及び指導助言を行つております。

また、今年度からは潜水資格を持つた文化財専門職員を増員し、調査体制を充実。強化し

てきたところです。県といたしましても鷹島神崎遺跡での調査・研究の更なる成果が得ら

れるよう引き続き積極的に支援してまいります。

坂本 浩 議員

◇教職員の労働時間規制 (「給特法」改正)に ともなう取り組みについて

O超勤改善等対策会議や県立学校校長会管理運営委員会の取組の進キ′ナ状況や効果はど

うなっているか。また、今後の課題にうぃて伺いたい。

(教育長答弁)      ｀

教職員の超勤改善の縮減に向け、小中学校では、県教育委員会関係課、市町教育委員会

及び学校代表者で構成する超勤改善等対策会議において目標に掲げた80時間超過勤務

教職員 0を 目指し、週 1回の定時退校日や週 2回の部活動休養日の設定、繁忙期の日課の

工夫や通知表等作成資料の見直し、また、教育委員会からの調査物削減や学校への統合型

校務支援システムの導入等に全県的に取り組み、80時間超過勤務教職員の割合は、平成

29年度の7.3%か ら本年度上半期は5。 1%に減少しています。

県立学校におきましても、県教育委員会と校長会の管理運営委員会が連携し、小中学校

と同様の取組のほか、各学校における好事例の研究や文部科学省業務改善アドバイザー派

遣事業の活用により、80時間超過勤務教職員は、平成 29年度の14.9%か ら本年度

4月 から11月 の集計では7.4%に減少しています。

一方で、この度、国から超過勤務時間の目安として月45時間という指針が出されまし

た。45時間超過勤務教職員の割合は、小中学校では本年度上半期で29.8%、 県立学

校では4月 から11月 の集計で25.9%で あり、指針の達成に向け、教職員の意識改革

や保護者 。地域の理解のもと、三者が一体となうて、地域の実態に応じた、持続可能な教

育活動に方向転換していくことが今後の課題であると認識しております。

O給特法改正に伴い、県教委や市町教委がどのような対応をするのか伺いたい。
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(教育長答弁)

県教育委員会としましては、国による給特法の一部改正及び文都科学省の「指針」の告

示を受け、教育職員の業務量の適切な管理等を実効性のある形で進めるために、給特条例

の一部改正を本議会に議案として提出しているところです。

あわせて、教育委員会規則において上限時間を定めるとともに、「長崎県車学校の教育

職員の勤務時間の上限に関する方針」を策定し、条例 。規則に根拠をもたせたうえで、令

和 2年 4月 1日 から運用することとしております。

また、具体的な取組を推進していくために、「長崎県立学校における業務改善アクショ

ンプラン」を作成しており、地域等に対しても理解と協力が得られるよう周知してまいり

ます。

市町教育委員会におきましても、県の規則や上限方針を参考にして、各市町の教育委員

会規則において上限時間を定めるとともに、 「教育職員の勤務時間の上限に関する方針」

を年度内に作成することを確認 しております。

O上限規制の実現のためには大胆な業務削減か人員増が必要だと考えるが、認識につい

て伺いたい。

(教育長答弁)

教職員の働き方改革を実効性あるものにするためには、学校教育活動全般を見直すこと

が重要であるとの認識から、超爛勤務の要因を具体的に探るとともに、その要因解消のた

めの様々な取組を進めています。

人員の増加については、教職員を増やすことが業務削減に一定の効果があることは認識

しており、国に対して、実効性のある働き方改革を推進するための新たな教職員定数改善

計画の早期策定及び実施のほか、チーム学校の考え方から、都活動指導員やスクールサポ

~ト スタンフヘの補助制度の拡充を要望しております。

宅島 寿― 議員

◇結団式 。解団式の合同開催について

O障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県おくり条例が掲げる共生社会の実

現のため、国体と全国障害者スポーツ大会の結団式及び解団式を合同開催してはどう

か 。

(教育長答弁)

ご提案の件につきましては、障害者スポーツの認知度向上や共生社会の実現にも繋がる

ものと考えております。現在、スポ‐ツ表彰につきましては、障害者スポーツ、それから

一般スポエツの分野にういても下緒に表彰している事例もございますので、県教育委員会

といたしましても、福祉保健部と連携しながら、今後対応していきたいと考えております。

5



石本 政弘 議員

◇国史跡鷹島神崎遺跡の保存と活用について

O国の水中考古学専門の調査研究機関の設置について知事の考えを伺いたい。

(知事答弁)

松浦市鷹島町め府島神崎遺跡は、昭和55年から40年間にわたり埋蔵文化財調査が行

なわれ、元寇に関する約4千点の遺物が出土するなど、全国的にみても大変重要な遺跡で

あると認識しておりますとまた、水中遺跡調査の方法、あるいは海中から出上した遺物の

保存処理方法等を研究する上で、有効な場所であると考えております。

国においては、平成 29年度にまとめられた報告書「水中遺跡保護の在り方にっいて」

の中で、水中遺跡保護に関する適切な組孫識。部署を独立行政法人目立文化財機構内部に設

置するとの方向性が示されたことから、県としても当該組織を九州国立博物館に設置して

いただきたい、ま―た、その現地調査研究施設を松浦市鷹島町に設置していただきたいとい

うことで、政府施策要望の重点項目として国に対して要望を重ねてきているところであり

ます。

現在、国では水中遺跡保護にかかる第 2期の事業を立ち上げ、水中遺跡保護体制の整備

充実に関する調査研究事業に着手しているということで、具体的な取組も進んでいると伺

?ているところであります。

今後、令和4年を目途に、地方公共団体用の水中遺跡調査のためのマニユアル作成が進

められてぃく中で、組織体制についても検討がなされるものと考えているところであり、

今後の国の動きを見極めながら、継続して粘り強く国に対して要請活動を進めてまいりた

いと考えているところであります。

O調査研究機関の設置に向けた県民の認知度向上について、県も支援を行う必要がある

と考えるがいかがか。

(教育長答弁)

県においても、九州国立博物館や県庁舎ロビ‐で出土遺物等の展示を行い、水中遺跡保

護の氣運醸成に努めてまいりました。

また、令和 2年度は、調査開始から40年目の節目を迎えることから、これまでの調査

研究ゅ成果を県内外へ周知するために、県・松浦市が協力して文化庁主催の「発掘された

日本列島2020展」への出展をはじめ、蒙古襲来の歴史を活かした取組への支援を行う

こととしております。     ‐

川崎 祥司 議員

◇新型コロナウィルス対策

(教育現場における対応)
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○放課後児童クラブ等に入れない児童及び特別支援学校の児童生徒について、教育委員

会はどのように対応するか伺いたいと

(教育長答弁)

小学校低学年など、見守りが必要な児童のうち、どうしても保護者等見守る者がいない、

また、放課後児童クラブ等への受け入れもできていない児童については、市町教育委員会

からは、保護者の相談に対応すると伺つておりますし、県教育委員会からの要請も行つて

おります。その対応の一つに、感染防止のための配慮を行つた上での、学校への受け入れ

があります。各市町は、学校数や児童数など、それぞれに状況が異なりますので、市町ご

とに、関係機関と連携しながらの、実情に応じた適切な判断がなされるものと認識してお

りますと

また、特別支援学校の児童生徒につきましても、放課後等デイサ■ビス事業所等での受

入れを積極的に働きかけるよう、各市町の障害児支援担当課長に対し依頼 したところで

す。

なお、福祉サービスの人員確保の問題等で児童生徒の居場所を確保できなぃ旨の相談が

あつた場合は、特別支援学校内に居場所を確保 し受け入れるよう、個別の状況に応じた対

応を、各学校長に指示 しているところです。

◇長期入院生徒への学習支援について

O長期入院により通学できなかつたり、転学や退学を余儀なくされたりした県立の高校

生はどのくらいいるのか。また、入院期間中の学習はどのようにおこなつているのか

伺いたい。   |

(教育長答弁)

長期入院により通学できない期間があらた県立高校の生徒はヽ平成 29年度に4名 、平

成 30年度に 2名 おり、そのうち、転学をした生徒は平成 29年度に 1名 、退学をした生

徒はおりませんでした。入院期間中の学習支援については、生徒の体詞の様子を見ながら

可能な範囲で、自習用教材等により実施しているという状況であります。

◇性の多様性への理解促進について

O性の多様性への理解の輪を広げるため、県はどのように取組んでいくのか伺いたい。

(教育長答弁)

県教育委員会では(「地区別人権教育研修会」の実施や、人権教育の啓発資料「人権教

育をすすめるために」の活用を通して、性の多様性に関する理解の推進に努めています。

長崎県公立高等学校入学者選抜検査では、今年度(入学願書の男女区分欄を撤廃しました。

また、児童生徒の名簿につきましても、LGBTへの配慮や、男女平等教育に鑑み、令

和2年度から高等学校で、性別で分けない名簿を原則使用するよう、校長会等に検討を依

頼しておるところです。  |
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今後も、各種研修会等を通して教職員が児童生徒及び保護者にきめ細やかな対応ができ

るよう資質向上を図るとともに、スクエルカウンセラーやスクールツーシャルフエカー等

とも連携しながら、性の多様性について正しく理解される学校づくりに努めてまぃりま

す。

中山 功 委員

◇教育費にういて

(令和 2年度の目玉事業とは。又そのねらいと成果目標について)

O県教育委員会の令和 2年度における目玉事業はどのようなものがあるか伺いたい。

(教育長答弁)

県教員委員会の令和 2年度の重点事業としましては、高校生の海外語学研修などにより

グローバルな視野を持って社会を牽引する人材を育成する事業や、経済対策補正予算と一

体で実施する県立学校の高速通信ネットワーク整備事業のほか、遠距離通学費補助の拡充

などに取り組んでまいりますと

また、教職員の長時間労働の解消は喫緊の課題であることから、学校の働き方改革をさ

らに進めていくために、部活動指導員の配置について、運動部に続き、令和 2年度からは、

文化部活動においても新たに配置したいと考えているところであります。

それぞれの成果指標については、全国学力学習状況調査の正答率の向上などがあります

が、社会に巣立つ際に自分の進路実現を実際にできるような人間力を育てていくことが究

極的な成果であると考えています。 |

O県立学校の働き方改革への取組はどのように進めていくか伺いたい。

(教育長答弁)

教員の働き方改革については、学校現場にぉぃて教職員が時間的余裕と心の余裕を持っ

て、子どもたちと向き合う時間をしうかり確保することが、目的だと考えております。そ

のためには、教職員の意識改革を行い、学校・保護者 。地域が一体となって、業務全体を

見直しながら進めることが重要であると考えますと県教育委員会では、「長崎県立学校の

教育職員の勤務時間の上限に関する方針」を策定し、令和字年4月 1日 からの運用を開始

することとしております。

さらに、本方針の達成に向け、「業務改善アクンヨンプラン」を作成し、教職員の業務

負担の軽減や外部人材の活用など、学校現場の意見を反映させた内容を盛り込むととも

に、令和 2年度からは外部委員を入れた会議で検証し、改善を加えながらヾ実効性のある

取組を進めてまいります。また、市町教育委員会においても、県の指針等を参考にしなが

「予算総括質疑」での教育委員会関係の主な質疑応答
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ら、今年度中に指針を策定することとしております。

このようなことにより、教職員と児童生徒が向き合 う時間の確保等、効果的な教育活動

ができる環境づくりに繋がるもあと考えております。

O新学習指導要領を実施することで教育に何が求められているのか、また、授業はどの

ように変わると考えているのか伺いたいぅ

(教育長答弁)

今回の学習指導要領改訂では、「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創る」を基

本理念に、教員には、社会に開かれた教育課程の創造や、児童生徒にとつて主体的・対話

的で深い学びの視点からの授業改善が求められておりますとそこで県教育委員会としまし

ては、各種研修会を通して新学習指導要領の内容と授業の在り方について先生方と共通理

解を図るとともに、本年度から3カ年計画で県内全ての小中学校を訪問し、現場の先生方

と直接協議する機会を設けております。

O県教育長自らの改革として、学校現場の状況を把握し、教職員の声に耳を傾けること

について、教育長の考えを聞きたい。

(教育長答弁)

働き方改革を含めた教員?言識改革や、授業での指導の在り方など、今までとは時代が

変わつたことを認識して、それぞれ取り組んでいく必要があることは共通認識としてもつ

ています。急激に社会環境や教育現場の状況が変わる中で、子どもたちの健全育成という

共通認識をもつて取り組むことが必要だと思います。市町教育委員会とも今まで以上に一

体となって取り組むことが大切ですので、市町教育長との意見交換や現場の先生方との意

見交換等を通して、現場の意見を施策に反映させていきたいと思つています。また、県の

施策の考え方を、現場の先生方にもしつかり伝えることで成果が生まれてくると思います

ので、今後も対応していきたいと思います。
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【議案】

口 第91号議案「令和元年度長崎県一般会計補正予算 (第 7号 )」 のうち関係部分

→ 可決

(堀江ひとみ委員)|
すいすいスク■ルネットワーク整備事業について、ネットワークの容量を大きくする

ことでどう活用できるのか。

(教育環境整備課長)

今までは、パソコンの複数冶同時接続はパソコン室でのみ行 うことができたが、今回

の整備で各教室に無線LANを引くことにより、各教室においても実施可能となり、電

子黒板等を活用した教育活動をこれまで以上にスムとズに行 うことができる。

(堀江ひとみ委員)

現状、映像が止まつたりすることもあると聞いたことがあるが、整備後はどうなるのか。

(教育乗境整備課長)                      |
現状は100Mの ネットワ‐ク環境となうているが、今回の整備で10Gと なる。実

質 100倍の速さとなり、画像の乱れや音声の途切れはなくなる。

(堀江ひとみ委員)

このような国庫補助は特別支援学校では聞いたことがあるが、高校ではあまり聞いた |

ことがない。今回は高校も対象なのか。

(教育環境整備課長)

今までは、特別支援学校で補助はあらたが高棟ではなかった。今回は高校も対象とな

つており(起債についても交付税措置のある有利な起債が活用できる。

(川崎祥司委員)

すいすいスクエルネットワーク整備事業についてヽネットヮークを整備 し活用するに

はパソコンを 1人 1台整備することが理想 と思 うが、現状はどうなっているのか。

(教育環境整備課長)

県立学校については24, ooo人 に 9ぅ 200台 となっている。

(川崎祥司委員)

小中学校はどのようになっているか。
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(義務教育課長)

小中高あわせて4.2人に 1台 となっている。

(川崎祥司委員)

今回の国の補助対象にはパソコンも入つていたと思うがヽそちらの整備はどうするの

か 。                                      I

(教育環境整備課長)

国の制度としては令和 2年度までに校内LANの整備、令和 5年度までに義務教育課

程のパソコン整備となっている。

(川 崎祥司委員)

特別支援学校施設整備費について、島原特別支援学校に空調を設置することとしてい

るが、輻射式の空調整備を検討できないか。

(教育環境整備課長)

既に設計済みであるため、今回の整備ではできない。委員提案については今後検討を

行いたい。

(中 山功委員)

すいすいスクールネットワーク整備事業についてヽ経済波及効果を検討したことはあ

るのか。

(教育環境整備課長)

検討を行つたことはない。

(中 山功委員)

発注方法はどのようにするのか。県内発注できるのかと

(教育環境整備課長)

契約は2段階を想定しており、まず各学校においてLAN配線工事の発注を行い、そ

の後、県において無線LANア クセスポイントの設置 。設定業務委託を発注する予定で

ある。どちらの契約においても県内事業者への発注を行 う予定である。

(中 山功委員)

それぞれの金額はいくらか。また新しいLANに よりどう変わるのか。

(教育環境整備課長)

‐
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LAN配線工事は約 5億 7, 000万円(無線LANア クセスポイントの設置 。設定

業務委託は約 2億 8,000万 円を想定している。新しいLANを引くことにより、今

までよりも速度が速くなる。

(松本洋介委員)

県放虎原ラグビー場について、いままでの稼働率がどうだつたのか。また、今後ラグビ

ー人口を増やすための活用策についてもお尋ねしたい。

(体育保健課長)

現在の放虎原ラグビー場の活用状況は、主に大村市内のラグビー協会やラグビースクー

ルが練習で活用し、また、高校の新人戦や高総体、花園予選など各種大会でも活用されて

いる。今後も長期的スパンを見ながらラグビー協会と協議し、大会誘致などを通してラグ

ビー人口を増やしていきたい。
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「文教厚生委員会」での教育委員会関係の主な質疑応体

【2/29:新 型コロナウイルス感染症への対策等について】

口 教育課程について

(松本洋介委員)

教育委員会資料の4ぺ‐ジにある「教育課程に関すること」という部分についてですが、

3週間学校が休みになり、学習のカリキュラムが全て終了しないままに学校が休みになる

ということで、足りない部分の学習についてどこかで埋めないといけないと思う。それを

夏休みにするのか、振り替えというのをどのように判断するのか。もう一つ、家庭学習等

の課題について、・市町教委に通達しているのか。

(義務教育課長)                           ｀

在校生については、3月 に未履修の部分があれば、その内容を把握し新年度に指導する

ことになる。その内容と量に合わせて、例えば夏季休業中や土曜日等を活用するかは、来

年度、各市町や各学校において検討することだと考える。

卒業生については、確認したところ、概ね履修内容は終わっている。ただ、小中学校の

まとめについては、課題を適切に与えることで対応していくように、各市町教委に通知し

ている。

(松本洋介委員)

保護者の中には、この3週間の学習内容がどうなるか関心があるので、各市町教委と連

携して適切に対応していただきたい。

回 児童の預かりについて

(松本洋介委員)

共働きで保護者が休めず、どうしようもない場合は、学校に預けられないのか。

(義務教育課長)

低学年の児童や特別な配慮が必要な児童については、2月 28日 (金 )、 学校で対応す

ると決めた市町もある。 3月 2日 (月 )には、各市町に対して臨時休業の期間と臨時休業

中の対応について聞き取りを行 う。聞き取りの結果を各市町に情報提供 しながら、学校で

の対応も検討 していただけるよう要請をしたいと考えている。

(松本洋介委員)

いま実際に対応をしている市町は具体的にどこか。

(義務教育課長)

長崎市は小学 1年生から3年生及び障害のある児童で見守る方がいない場合には、学校

での受け入れを検討すると聞いている。また、佐世保市も同様の立場で、感染防止の配慮
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を行つたうえで対応をしていきたいと聞いている。昨日の段階では、検討中の市町が多い。

(松本洋介委員)

できるだけ対応していただきたい。特別支援学校に通 う児童生徒について、保護者等ど

うしても見守るものがいない場合の対応についてどのように考えているか。

(特別支援教育課長)

特別支援学校の児童生徒についても、学校の一斉臨時休業への対応として、放課後等デ

イサービ不事業所等での受入れを積極的に働きかけていただくよう、各市町の障害児支援

担当課長に対し依頼したところである。   ′

しかし、福祉サービスの人員確保の問題等で児童生徒の居場所を確保できない旨の相談

があつた場合は、感染防止め配慮を行つたうえで、特別支援学校内に居場所を確保し受け

入れるよう、個別の状況に応じた対応を、各学校長に依頼しているところであると

ロ マスクの備蓄について

(赤木幸仁委員)

マスクの備蓄はあるのか。

(体育録健課長)

備蓄はしていないも各々の市町で対応していくものと考えている。

回 部活動について

(赤本幸仁委員 )

今回の一斉休業に対しての部活動の考え方にういてお伺いしたいと′

(体育保健課長)

今回の措置は、子 どもたちの健康 と安全を第一に考えた措置である。基本的には子ども

たちは自宅で待機 とい うことになるので部活動は行わない。

口 児童生徒の生活―リズムについて

(中 山功委員)

生活リズムを維持するために、県教委としてどのように考えているか。

(義務教育課長)

現時点で、各市町教委を通して各学校にお願いしていることは、何故休業になるのか、

という背景をしっかり児童生徒に伝えること、また低学年の場合は保護者にしっかり伝え

て1ま しいということです。もう一つは、何か起きたときに、迅速旦つ確実に学校に連絡が

入つたり、相談に来れたりするような体制づくりにも努めてもらいたいという話をしてい

るところである。  '
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回 臨時休業中の教職員と生徒の関わり方について

(中 山功委員)     
―

臨時休業中の教職員の勤務体制と、自宅にいる生徒との関わり方はどうなるのか。

(高校教育課長)

教職員については、学校での勤務となつているが|、 例えば、心配な生徒に対しては家庭

訪問を実施したり、スクールカウンィラーが出勤する日は、生徒は個別に相談するために

登校することも可能としている。併せて、電話での生徒の状況確認等も行う。

(中 山功委員)

教職員と生徒の一対すの信頼関係を強くする機会でもあると思うので、生徒の様子を把

握し、家庭訪問を行 うなど、前向きな取組を促してほしい。

(高校教育課長)

教職員が、生徒の様子や、しつかり家庭学習ができているかなどを確認することで、信

頼関係をさらに強くしていきたい。

□ 卒業式等について

(堀江ひとみ委員)

卒業式はどうなるのか。通知表はいつ配るのかも学校に持つてきている物は、いつ持ち

帰らせるのか。

(義務教育課長)                |
3月 24日 まで休業するという前提で説明すると、感染防止の配慮をしながら、必要に

応じて臨時の登校日を設けることができる。したがつて、卒業式や終業式は各市町教委や

各学校の判断になるが、臨時登校 日として設け、その中で、卒業式を実施したり、終業式

に通知表を渡したりということになる。

口 進級進学への影響や配慮について

(堀江ひとみ委員)

高等学校の場合、通常 3月 に進級判定会議があると思うが、成績がギリギリの場合に、

補講等で進級を認めることもあると聞いている。今回の新型コロナウィルスの影響で、こ

うした補講の時間が取れない場合はどうなるのか。

(高校教育課長)

文部科学省からの通知にも、弾力的に対処し、進級進学に不利益が生じないよう配慮す

るようにとあることから、休業期間申、家庭学習で課題を出すようにしており、そういつ

たものを見て評価をしながら、進級の判定をするように各学校に通知をしたいと考えてい
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る。

□ 受検を控えている生徒への配慮について         i
(深堀ひろし委員長)                 ,
受検を控えている中学 3年生 。高校 3年生が最も不安ではないかと思 う。入試に関する

ことなど、情報がうまく伝わらないことによる混乱等が,い配である。特段の配慮やサポー

トが必要だと感 じているが、見解があればお願いしたい。

(高校教育課長)

高校 3年生今の対応については、大学入試の前期試験の発表が3月 7日 前後であるが、

残念ながら不合格となった生徒が、後期試験に臨むことになる。そういつた生徒に対して

は、担任が確認し、必要な場合は登校させて、激励や適切な指導をするよう既に通知をし

ている。

高校入試に関しても、すでに救済措置を発表しているが、咳がよく出るなど、少し体詞

が悪い生徒も別室で安心して受験できるような体制をとるようにしていると

(教育長)

様々な臨時休業についての御意見をいただいたので、しっかり対応してぃきた.い。

放課後児童クラブの話もあつたが、困つている方々への対応については、集団でいるこ

とによる感染のリスクとの均衡を図りながら取り組みたい。

例えば、大学入試の後期試験に臨む生徒たちへは個別に対応するなど、柔軟に対応した

い 。
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「予算決算委員会 文教厚生分科会」での教育委員会関係の主な質疑応答

【議案】

回 第 1号議案『令和?年度長崎県一般会計予算Jの うち関係部分について

口 第77号議案『令和元年度長崎県T般会計予算 (第 6号)Jのうち関係部分について

・地域との協働による高等学校教育改革推進事業委託金について

(松本洋介委員)

高等学校教育改革ということなので、何かを地域と協働で改革しようとしていると思 う

のだが、内容を教えてほしい。

(高校教育課長)                          ,
文部科学省の委託事業であり、ふるさと教育の内容を一層深めながら、さらにスピー ド

感をもらて推進するために、さらなる地元自治体等との取組強化や、カリュキュラムの作

成が必要でないかということが背景としてある。

事業の概要としては、自治体、大学などの高等教育機関、産業界等との連携、コンノー

シアムを構築し、地域との協働により、課題解決型の地域探究学習を実施する。

端的にいうと、高等学校における学びの場を、地域に求めていくということである。社

会に開かれた教育課程というのが、新しい学習指導要領の狙いのひとつとなつている。今

まで、高等学校は学校の中だけで学びをしていたが、もつと地域に出かけて、地域の方に

色んなことを教えていただくことが可能にならてぉり、学びの場を広げることで改革につ

ながると考えている。

(松本洋介委員)

公立高校の定員割れや、地元の高等学校を選ばない生徒がいる中で、今後学校が減って

いくことを考えると、学校が地域といかに連携しているか、小中学校が高等学校といかに

連携できているかなどが重要なので、今後も取組をお願いしたい。

B学力向上のための非常勤講師等配置支援事業について

(松本洋介委員)

横長資料の 32ページの学力向上のための非常勤講師等配置支援事業ですが、

2, 231万 とある。学力向上のための非常勤講師ということだが、教員が学級の児童生

徒全員を見るのは困難だと思うので、ニーズは高いと思つている。実際には、平成 26年

度に10市町で 140人の配置希望があつたのが、平成 31年度には 15市町で316人

の配置希望が出ている。これは、教育現場の中でニーパが高いとのことだと思うが(予算

議案では、2, 231万円で、平成 26年度の2, 748万であつた。つまり、ニィズは

増えているのに予算が減額している状況である。このことについての見解は。

(義務教育課人事管理監)
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この事業は、国の補助金額をもとに県の予算を執行している。国の予算が減つてきてい

る状況により、県の予算も減つている。

(松本洋介委員)

しかし、配置希望市町は増加しているも国の予算の枠が限られているから県も予算を減

らしているということだが、今後も予算は国に合わせて減額していく方向なのか。市町か

らの意見も開きながらやっていくのか。

(義務教育課人事管理監)

非常勤講師の配置については、国が定数として配置する非常勤講師もおり、そちらにつ

いては、確実に増やしながら実施しているところである。これは、市町の希望によって配

置する非常勤講師の事業であり、今後も市町の希望を伺いながら検討していく。

(松本洋介委員)

国の予算を活用して希望通りになるように協力してもらぃたい。

・不登校対策事業について

(松本洋介委員)

平成 25年度から平成 30年度まで年々不登校児童生徒が増えている。不登校が引きこ

もりやニー トにつながる懸念がある。不登校等児童生徒に対する支援事業で 1,627千円計

上しているが、その事業内容はどのようなものか。ま々卜SC等増えている中、現状不登

校児童生徒が減らないが、現時点で課題等はあるのか。

(児童生徒支援室長)

本事業は、県の教育支援センターにおける教育相談事業や各市町の教育支援センターの

指導員研修会等を通して、不登校支援を行 うものであると

近年の傾向としては、不登校の低学年化、低年齢化が課題となつており、SC,SSW
の活用や各市町と連携しながら不登校支援を行うてまいりたい。

(松本洋介委員)

県内 15ヵ 所の教育支援センターが十分に機能することや、民間との連携も必要になっ

てくると考えるが、このことについてどのように考えているのか。また、新型とロナ感染

症対策としての臨時休校を受けて、新年度の不登校が増えるのではないかと危惧 してい

る。新年度、家庭、地域を含め、教育支援センター等の関係機関と連携をしながら、不登

校児童生徒が就職できないとならないよう、引き続き支援をしていただきたい。

(児童生徒支援室長).

国の通知を受けて、民間との連携の在 り方を考えているところである。長崎市の民間と

の連携協議会等に参加しながら、一緒にその方策等を考えていきたしヽ
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日夜間中学設置調査研究事業費について

(堀江ひとみ委員)

夜間中学設置調査研究事業費については、50万円の要求額に対し、結果として

約 100万円が計上されているが、事業内容は具体的にどう精査されたのか。

(高校教育課長)

予算が増えたことについては、要求時には、文部科学省の委託事業である夜間中学の設

置促進充実事業を活用する予定であり、その国の予算が 1件当たり50万円だつた。

国の令和 2年度予算の閣議決定の段階で、国の委託事業そのものがなくなった。その後、

県単独予算を組み直す段階で、協議会メンバーの増加や、国の事業では認められていなか

った先進地視察の旅費等を加えたことで、予算が約 100万円となつた。

(堀江ひとみ委員)

過去文教厚生委員会の中でも、夜間中学の設置については、検討してはどうかと議論が

あったと思うが、これは県民や関係者からの要望もあつた上で、今回調査研究費というこ

とで計上したということでよいか。

(高校教育課長)

委員ご指摘のとおりである。

(堀江ひとみ委員 )

全ての都道府県へ夜間中学の設置をとい う動きがある中での調査研究費だと思つてい

るので、是非よろしくお願いしたい。

B新 しい時代の特農連携・キヤリア教育推進事業について

(堀江ひとみ委員)

事業内容についてお尋ねしたい。

(特別支援教育課弄)

農業と福祉が連携し、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに障

害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組として「農福連携等推進ビジョ

ン」が国において示された。これを受け本県においても、特別支援学校と農業分野が連携

して就農するうえでの課題解決に向けた実践研究を行う事業を企画したものである。具体

的には特別支援学校と農業法人、関係機関による「特農連携協議会」を設置し職場実習の

受入先の情報共有や、就農するうえでの課題整理を行うなど連携を図るともに、協議会を

通じた農業アドバイザーの派遣、「特農マルシェ」の開催など、就農を支援するための取

組を行い、生徒の進路選択の幅を広げていきたいと考えている。

19



日視覚障害者等読喜環境整備事業費について

(堀江ひとみ委員)            ン

視覚障害者等読書環境整備事業費について、政策的新規事業の計上状況の中で 8万円事

務費が減らされている。これは具体的にどういうことか。

(生涯学習課長)

精査の内容は、職員旅費の精査、筆談ボー ド、研修会に係る資料印刷費、備品購入費の

追力田などである。                            ヽ

(堀江ひとみ委員)

障害の有無に関わらずヽ全ての県民への読書環境をつくるということだが、開館時にも

点宇ボードなどあったのではないか。その兼ね合いを教えてほしぃ。新年度に具体的に何
が変わるのか。  |

(生涯学習課長)

元々ミライ on図書館には、目が不自由な方の部屋など整備 していたが、読書バリアフ

リー法を受け整備 しようとするのがサピエである。これはインターネット上にある音声情

報や点字情報を家庭のパソコンで利用するものであるが、このサ●ビスは、ミライon図
書館がサピエに加盟し、ミライ on図書館にユーザー登録した方が利用できるものであ

る。

(堀江ひとみ委員)

どのように広報するかという問題もあるが、全ての県民が利用できるような対応をして

とよしヤヽ。

日子どもの文化活動育成支援費について

(堀江ひとみ委員)

子どもの文化活動育成支援費が前年度比で 1,142千 円の減額となっているが、主な

理由は何か。また(子 ども県展やながさき “若い芽"のコンサー トに係る経費は含まれて

いるのか伺いたい。    |

(学芸文化課長)

高等学校生徒が芸術文化に触れる機会促進事業として、1学年 2学級以下の離島。半島

地域の小規模校 14校を対象に芸術文化の鑑賞事業を実施しており、年間3公演、1公演

あたり60万円を上限としていたが、令和元年度の1公演あたりの平均額が40万円程度

であつたことを踏まえ、実績による減として、815千円を減額したものである。

その他の減額については、職員旅費等の事務費の減であり、子ども県展やながさき “若

い芽"の コンサートに係る経費は含まれていない。
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ロスクールカウンセラー ロスクールツーシヤルワーカT活用事業について

(堀江ひとみ委員)

スクールカウンセラマ活用事業、スクールノーシャルワーカー活用事業について、令和

2年度の人員は増えるのか。ニーズが高まる中、予算額を増やして人員を増やすべきであ

ると考える。

(児童生徒支援室長)

人員については今年度と同規模であるが、今後も配置方法を工夫しながら配置校を増や

していきたいと考えている。

甲統合型校務支援システムについて

(川崎祥司委員)

横長資料の 32ページの統合型校務支援システムについてお尋ねする。昨年度は

約 7500万 円で予算化し取り組まれたと聞いている。次年度は、効果的な運用のための

検討委員会の設置という予算が計上されている。教育長の説明でも非常に効果があるとの

ことだったが、どのようなシステムでどのような効果があつたのか。

(義務教育課長)

統合型校務支援システムは、学校の校務二般を司る統合的な高機能システムである。効

果 としては、この 2年間で 8市町 205校 に導入 してお り、導入前の 1.4%か ら

41。 4%まで伸びている。実際に勤務時間め調査を25校で実施し、1日 あたり30分

から1時間の勤務時間の短縮が図れたという結果が出ている。

(川崎祥司委員)

業務効率化という点で素晴らしい成果ぞと思う。しかし、導入している学校から未導入

の学校八行くと、また元に戻つてしまう。一律に導入した方がよリー層の効果が出るので

はないかと思うが、導入の計画についてはいかがか。

(義務教育課長)

この事業の目的は、各市町がシステムを安価に導入できるように、また県全体で導入効

果を上げることができるように、県内21市町の共同調達 。共同運用を核とした事業であ

る。具体的には、県が主体となり21市町の意見を取りまとめた長崎県推奨システムの初

期設定費用やシステムの導入効果を明らかにするための費用への補助である。その結果、

市町においては、初期導入設定費用がかからず、月々の使用料も極めて安価になつており、

国の委託金を使つて導入したのは32校のみで、他の学校は全て市町の予算で導入してい

る。今後も導入効果を説明していきながら、残りの13市町の導入に向け協議を進めてい

く。

(川 崎祥司委員)

具体的に13市町が、いつまでに整備をするのか。
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(義務教育課長)

市町の予算と関係するので、具体的には申し上げられないがt平成 29年度から協議を

しており、平成30年度から国の委託を受けている。その時点の協議では、5年以内を目

標にということで共通理解を図つている。

()II崎祥司委員)

効果が見えているので、早期に導入をしていただきたいと

・校舎等の改修等について

(川崎祥司委員)

県立学校の校舎・体育館の改修箇所は、どのようにして決めるのか。

(教育環境整備課長)

学校からの改修要望に関するヒアリング等を行つた後、劣化状況の激しいものをピック

アップし、土本部営繕課の専門職員にも見ていただきながら、箇所付けをしている。

(川崎祥司委員)                          
｀

体育館に空調を設置 している自治体が見受けられるが、体育館への空調設置についてど

のように考えているのか。

(教育環境整備課長)

体育館については、諌早農業高校にあるウエイ トリフティング場が、国体会場となった

ことからその際に設置している。長崎南高校には、備品で設置したダク ト式のものがある

が、設備で設置しているものは諌早農業高校のゥエイ トリフティング場のみである。

現在、普通教室への県費による空調設置がままならない状況であるため、体育館には整

備 しきれていない状況である。

(川崎祥司委員)

本県の非構造部材の耐震化状況はどのようになっているか。

(教育環境整備課長)

県立学校の非構造部材の耐震化は全て完了している。小中学校にういては、屋内運動場

等における吊り天丼の落下防工対策の対策実施率は98.8%、 屋内運動場等における照

明やバスケットゴールの落下防止対策の対策実施率は81.9%と なっている。

日郷土資料センタエ (仮称)の整備について

(川崎祥司委員 )

郷土資料センター (仮称)の建設については、現在設計中かと思 う。
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郷土資料センターの公文書コーナーについて、一般質問の際に、総務部から公文書館 と

同等との答弁があらている。公文書館 と同等の機能があるのか。

(新県立図書館整備室長)

郷土資料センターでは、歴史的公文書の保存スペースの確保と歴史的公文書の開覧窓日

の共用化を行 うこととしている。

(川崎祥司委員)

ハー ド的には下定整備されているということかと思うが、公文書館については、公文書

館法によると、館長がいて職員が配置されると思うが、公文書館と公文書コーナーの違い

はどのようになるのか。公文書館と同等という認識でいるのか。

(新県立図書館整備室長)

公文書コーナーについては、総務部所管であり、教育委員会には権限はない。

田子どもと向き合う時間の確保について

(中 山功委員)

1号議案に教職員の給与費が1200億円ほどあるので、子どもと向き合う時間の確保

についてお尋ねする。「教員の超過勤務の是正を図るとともに、子どもたちと向き合う時

間を確保することが求められています。」とある。子どもと向き合う時間はどのような時

間なのか。例えば、授業、給食、休み時間など様々な向き合い方があると思う。

(教育次長)

子どもとの活動時間を確保するとい うことで考えている。したがつて、書類の事務処理

等を削減していきながら、部活動や給食の時間などを確保 していきたいと考えている。

(中 山功委員 )

現時点で、子 どもと向き合 う時間はどの程度確保されているのか、どの程度確保 したい

のか。

(義務教育課人事管理監)

具体的に何時間という数字はないが、職員が多忙と感じていることについて、子どもと

向き合わない時間については、授業準備や成績処理、校務分掌、会議等ヽ外部対応、保護

者やPTA対応などが大きな割合を占めている。ここを如何に少なくしていくかと捉えて

いる。

(中 山功委員)

そのあたりが明確ではないと思うし、分かりにくい。どの程度確保されているのか、確

保したいのかは、説明できるようにしてほしい。
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田部活動指導員について

(中 山功委員)

部活動指導員の配置による具体的な効果をどのように考えてぃるのか。

(体育保健課長)

部活動指導員については、今年度から学校に配置しており、学校の方からは効果として、

本務者が進路指導や生徒会活動に関わることが出来たなどの声が挙がつている。これから

も部活動指導員 1人に対してどの程度教職員の負担軽減に繋がるかというところを研究

していきたい。

(中 山功委員)

文化部公の配置も含めて、どの程度負担軽減ができたのか。ある程度きちんとした聞き

取 り調査を実施 してもらいたい。
′

(体育保健課長)

今年度も一定の数字は調べているところである。例えばt部活動指導員をバレーボール

で配置すると、一緒に体育館で行うバスケットボールや卓球なども監督できる。生徒指導

など、他の教員にもどれだけ波及したかというところをもう少し研究していきたい。

(中 山功委員)

統合型校務支援システムについて、補正で4894万 円減額しているが、理由は。

(義務教育課長)

国からの委託金の減額によるものである。もともと,当初予算では平成 30年度と同様

に導入費用まで積算し国に申請する予定だつたが、国の事業そのものが縮小し、主に導入

後のシステムのランニングコス トのみが委託の対象となり、大幅に減額された。

(中 山功委員)

了解した。是非、全校実施に向けて取り組んでほしい。またt二人の教員が背負わない

ようにすることヽ 大事であり、学校内での教職員同士の信頼関係の醸成や連携強化につい
ては、どう考えるか。

(義務教育課長)

―人の教員に背負わせないことは大切だと思っている。これまでもチーム学校という考

え方で研修等行つてきた。今年度は、新たに取り組んでいることはないが、教員の横のつ

ながりはもちろん、スクールカウンセラーや部活動指導員など多くの者が力を合わせて取

り組む学校経営はますます重要性を増しており、様々な研修で校長や担当者に説明しなが

ら充実させていきたいと考えている。
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(中 山功委員)

学校の下体感が大事になつてくると思うので、今後も適宜指導してもらいたい。

日ふるさとを活性化するキヤリア教育充実事業について

(中 山功委員)

ふるさとを活性化するキヤリア教育充実事業にういて、

が、今年度の成果と次年度の展開はどうか。

非常に良い取組だと思つている

(義務教育課長)

この事業は、中学生のふるさとの未来を担おうとする意欲や実践力の向上と本県産業⌒

の正しい理解の促進を目的に本年度から実施している。内容は、これまでの職場体験学習

にとどまることなく、県内で活躍する企業や地域の方と協力をしながら、模擬会社を設立

するなど、主体的・探究的に職業体験学習を行つた。このことにより、ふるさとを愛し誇

りに思う心情と合わせて、地域を担 う人材としての資質・能力、例えば、チャレンジ精神

や企画力、ヨミュニケーションカ、プレゼンテ‐シヨンカなどを身に付けさせていくこと

が重要だと考えている。また、今年度は地域を分けて6地区6校を指定した。いくつか事

例を挙げると、高田中学校では、学校で採れる梅を梅干に加工し、それを商品開発すると

いうことで市場調査を行らたり、株式を発行し資金を集めたり、最終的には決算報告をし

ながら、さらに地域のために何かできないかという活動を展開している。また、野母崎中

学校では、伊勢エビまらりという地域の祭りがあるので、それを教材化し、地元商工会か

ら資金を借り(商品を開発したり販売したりしている。その過程で、様々な課題を乗り越

え実施している。それぞれ実践は異なるが、このような取組を各 6地域で展開している。

中学生の意欲的な活動ぶりに地域の方からの期待を感じている。次年度予算が増加してい

るのは、2地域 2校を拡大すること、実践事例を県内全ての中学校へ発信するためのフォ

ーラムを開催すること、指定校の取組をまとめたマニュアルを作成することなどのためで

ある。

(中 山功委員)

今の答弁を聞いて、なおさら嬉しく思う。これからは起業精神を地域と一緒になつて考

えることは非常に大きな力になると考える。来年度く再来年度の継続に向けてはどう考え

るか。

(義務教育課長)

学年を変えて継続していく。高田中学校では、来年度、決算報告や新たな取組の提案な

どを株主に説明し展開するとのことである。それぞれの学校で学年を変えながら、全ての

生徒が中学校で経験できるような学習プログラムを作っているところである。

(中 山功委員)
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是非、全校に普及してもらいたい。モデル校ということで予算をやつているのかと

(義務教育課長)

1校あたり30万円である。企業との連携や、いろんな企業を見て回るための交通費な

どのための予算である。                             .

(中 山功委員)

予算は今後も付けてやるのか。

(義務教育課長)

この事業は次年度までなので、各学校に予算を付けるのは今のところ次年度までとして

いる。あくまで指定校で実践・検証するための予算なので、全ての学校の実践に対して予

算を付ける予定は無い。

(中 山功委員)

2年では短いので、是非その後も継続していただきたぃな

口すいすいスクールネットワTク整備事業について

(赤木幸仁委員)

すいすいスクールネットワーク整備事業に41,875千 円が計上されているが、補正

予算計上分を含め、総額で9億円程度かかるということか。

(教育環境整備課長)

先議の折り、8億 6,000万 円ほどつけていただいたが、これはネットワークの配線

と各教室のアクセスポイントのェ事費である。今回当初予算でお願いしているのは、既存

のパソコン教室のパソコン等をアクセスポイントに接続するための設定費と来年 1月 か

ら3月 までの通信費である。

(赤木幸仁委員)

新しいネットワークを引くということだが、セキュリティはどのようになるのかと

(政策監)

従来は、校務用と生徒が使うネットワークは同一のネットワークであうたため、セキュ

リテイが厳 しく生徒の自由度がない中で使つている状況だった。今回の整備に伴い、守る

べき校務用ネットワークと生徒の比較的自由なネットラークを分離するため、生徒はいろ

んなクラウドを利用したり、自分達がいるんな情報発信をして、他の学校と遠隔教育だっ

たりお互いの学びを深めていくことができると考えている。その意味で、守るがきは従来

どおりきつちり守るという考え方での運用を考えている。
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日対属歴史研究センターについて

(赤木幸仁委員)

4月 から対馬市の対馬博物館内で開所される対馬歴史研究センターについて、対馬市と

の住み分けがどのようになっているのか伺いたい。

(学芸文化課長)

公の施設としての長崎県立対馬歴史民俗資料館の博物館機能を、対馬市が新たに建設す

る対馬博物館
^移

転することとなり、併せて対馬宗家関係資料の調査研究を行う対馬歴史

研究センターとして再整備することとしている。対馬博物館との一体的な施設であるた

め、施設管理運営費については負担金という形で対馬市へ納めることとなると

対馬博物館本館部分は昨年 7月 末に完成し、12月 まで対馬歴史民俗資料館から対馬宗

家関係資料の移転作業を行つてきた。今後は、現在の対馬歴史民俗資料館を解体し、ガイ

ダンス施設に改築することとしている。令和 2年度末までの完成を目指し整備を進めてい

るところである。

田部活動指導員配置事業について

(堀江ひとみ委員)

蔀活動指導員配置事業費について、昨年度と比較すると282万 2千円の増になつてい

る。昨年度の説明では、県立高校で11名、県立中学校で1名、市町立中学校で21名 の

合計33名であるとのことだつたが、この人数が増えるということなのか、それとも、

1,600円 で2時間、3回 というのが増えるということなのか、増えた理由を伺いたい。

(体育録健課長)

人数については、 2名 増えて35名 になつた。また、その他増える要素として、次年度

から国の補助制度に交通費がプラスされたためその分を計上していると

(堀江ひとみ委員)

来年度の部活動指導員配置事業において、増員される2名 はどういつた学校に配置され

るのか伺いたい。

(学芸文化課長)

令和 2年度からは文化部活動にも部活動指導員を配置するよう計画しており、配置希望

があつた県立学校へ 2名 を配置する予定である。

日長崎県学力調査実施事業について

(堀江ひとみ委員)

横長資料の31ページ、長崎県学力調査実施事業費についてです。 70万 5千円減にな

っているが、理由は。
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(義務教育課長)

新年度予算は、再来年度お問題を作成することになると再来年度、全国学力調査で、理

科が行われる。そこで長崎県学力調査では、理科を行わないため、その分が減額となって

しⅢる。

(堀江ひとみ委員)

長崎県学力調査は小 5と 中 2、 全国学力調査は小 6と 中3で実施していると思うが、児

童生徒は毎年学力調査を受けることになるのかと市町の状況はどうか。    |

(義務教育課長)

長崎県学力調査では、小 5で国語と算数、中2で国語と数学、そして理科と英語につい

ては、全国学力調査で 3年に 1回実施するので、全国学力調査で実施しない年に小 6で理

科、中3で英語を実施している。県内の市町については、 17市町で独自の学力調査を実

施していると聞いている。

(堀江ひとみ委員)

そうすると、小 3や小 4に市町独自で実施して、小 5に長崎県学力調査で実施して、小

6に全国学力調査で実施 して、中2に長崎県学力調査で実施して、中3に全国学力調査で

実施しているのか。調査なので、サンプルを取るだけなら抽出でいぃのではないかと思う

がどうか。             |

(義務教育課長)

小3や小4で実施するかどうかは市町が決めることと考える。サンプルを取るという考

え方を本県はしていない。児童生徒に自らの進路を実現するための学力や社会性を身に付

けることは、義務教育の責任であり役割であるので、一人一人に学力をつけるために(調

査を行つている。そのため、サンプ″では判断ができないと考える。一人一人に丁寧に学

力をつけるということが目標であるので、県としては小5と 小6を中心に行つているが、

市町もそれぞれの考え方で、他学年に学力調査を拡げているもあと認識している。

(堀江ひとみ委員)

別の意見として、国連の子ども権利委員会が昨年の2月 に、子どもにとってあまりにも
競争的な日本の教育環境を改善するように、ということで日本政府に勧告している。この
ことは政府が対応する問題ではあるが、課長の私見としてはどうか。

(義務教育課長)

子どもたちに力をしっかりつけさせて大人にしたいと思つている。教育の目標は、人格

の完成であるので、子どもたちが大人になったときに、より良い社会や自分の夢の実現に

向け、そのベースとなる力をつけるための制度として義務教育があり、内容として学者指

導要領があり、それを検証する軸として学力調査を行つている。
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T埋蔵文化財センター費について

(石本政弘委員)    |
埋歳文化財センター費の内容について伺いたい。またt来年度の松浦市鷹島神崎遺跡に

関連する事業費を伺いたい。

(学芸文化課長)

埋蔵文化財センター費の内訳は、壱岐市にある県埋蔵文化財センターの管理運営費と原

の辻遺跡の調査研究及び保存活用に係る事業費である。

鷹島神崎遺跡に関連する事業としては、文化財保存費で計上している。松浦市が実施す

る音波探査等の発掘調査経費に対し、総事業費 1, 015万 8千円で 1/2を国庫で、国

庫補助残額の2/5以内の範囲で県は補助金を交付している。
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「文教厚生委員会」での教育委員会関係の主な質疑応答

【議案】

口 第20号議案

第21号議案

口 第 38号議案

第39号議案

口 第 40号議案

□ 第 41号議案

口 第 76号議案

職員の服務の宣誓に関する条例及び議会の議員その他非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例

職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び市町村立学校県費負担教職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

市町村立学校県貴負担教職員定数条例及び県立学校職員定数条例の

一部を改正する条例,                   |
義警教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条

例の二部を改正する条例

長崎県文化財保護条例等の一部を改正する条例

長崎県立対馬歴史民俗資料館条例を廃止する条例

第三期長崎県立高等学校改革基本方針について

・第 21号議案 職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び市町村立学校県費負担教職員

の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

(赤木幸仁委員)

フレックスタイム制度の射象職員になる育児 。介護を行 う職員及び障害者である職員は

どのくらいいるか。

(教職員課長)

フレックスタイム制度の対象となる職員数は把握できていないが、同じように育児 。介

護を行つている職員が活用できる制度として早出遅出勤務常IJ度 があり活用 している職員

は 15名いる。

(赤木幸仁委員 )

4月 1日 から施行 とい うことで制度の周知を行うていただきたぃ。導入 されて検証 して

いくことが大事と考えるが、どのようなことを行つていくか考えはあるか。

(教職員課長)

制度利用者の申告をふまえて所属長が公務運営に支障がないと認める場合に勤務時間

の割 り振りを変更するということであり、基本的には学校長が勤務時間のシステムを活用

しながら時間管理等を行つていくものと考えている。

通知を発出し周知はしっかりしていきたい。状況等についてもしつかり把握 したいと考

えている。

(赤木幸仁委員 )
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現場の教職員にとつて数値 目標等だけが押し付けられることがないように現場の声に

耳を傾けて制度を運用していただきたいと

・第38号議案 市町村立学校県費負担教職員定数条例及び県立学校職員定数条例のr部

を改正する条例

(堀江ひとみ委員)

小中学校の県費負担教職員が 9名増えているが、英語の先生が増えるなど,新学習指導

要領などとの関係はあるのか。

(教職員課長)

小中学校の児童生徒数は減つており普通学級は減るが、特別支援学級が増えるため、小

中学校で 9名 の増となつている。教職員の加配については全体としてはプラス 11名程度

となつているので委員指摘の分についてもその中に入うているものと考えている。

日第39号議案 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の

一部を改正する条例

(赤木幸仁委員)

教職員の働き方改革には賛同するが、勤務時間の管理はできるのか。実際には、教職員

の自己申告によるものではないのか。客観的な勤務時間の管理をすることが必要だと考え

ているが、今後の方針はいかがか。

(義務教育課人事管理監)

市町立学校については、 iCカー ドやパツとンのオン 。オフを利用して管理しており、

校務支援システム等の導入により計画していると聞いている。

(高校教育課人事管理監)

県立学校については、出退勤管理システムを利用しているが、教職員がパソコンを開く

と出退勤の画面が出てきて、出勤時と退勤時にクリックして勤務時間を管理している。

また、放課後にす時的に外出し、業務以外のことを行つた時間等については、除外され

る。

現在のところ、
'出

退勤管理システ

^に

ついて、特に何か問題があるという報告は上がっ

てきていないが、もし、問題が出てきた場合は、対応を検討していきたい。

(赤木幸仁委員)

是非、不正がないようにしていただきたい。また、現場での勤務時間の削減については、

すでに限界に来ていると思う。大胆な業務削減というものが(現場の声としても上がって

いると伺つている。現場の意見も共有しながら大きな業務の削減を検討 していただきた

ヤ`。                                                               1 1
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(堀江ひとみ委員)

第39号議案の根拠となる給特法について、国会では完全な選択制だという答弁があっ

た。変形労働時間制の活用についても各自治体の判断ということだが、長崎県としてはど

う考えてぃるか。

勤務時間の上限を定める上で、勤務時間を客観的にきちんと把握することが必要であ

り、上限が守られていないのに変形労働時間制を導入すること|まできないと考えるがどう

か。

(高校教育課人事管理監)                
―

給特法 5条関係の 1年単位の変形労働時間制の適用についてだが、地方公共団体の判断

において、休 日のまとめ取りを選択的に活用できるように定められたものと理解 してい

る。

まだ文科省から変形労働時間制についての詳しい説明会、通知等は来ていないが、自治

体の判断によって条例で定めるということになると思う。

(教育長)

変形労働時間制については、法律上導入できるという認識だが、導入については未定で

ある。勤務時間の上限をほぼ達成できるという見込みがないと意味がないので、まず達成

できるように取り組んでいきたい。勤務時間の管理についても、自己申告の部分があり、

より客観性を高める取組は進めていくべきだと考える。      「

(深堀ひろし委員長)

上限を設定することによつて、逆に教職員が働きづらいような環境になるようであれ

ば、それはまた本末転倒と考えるも今後も、大きな業務を削減することを検討していかな

ければならないと思う。

(高校教育課人事管理監)

今後、何を縮減 。廃上していくかを検討する必要はある。それぞれの学校でも取り組ん

でおり、教育委員会としても、外部の団体と協議しながら、業務削減を進めている。高体

連 `高文連 。高野連・PTA等の皆様と、業務や会議の縮減、文書の削減、行事時間を短縮

するなど、協議しながら進めている。今後も、そういった協議をしていきながら、働き方

改革を進めていくЬ

(深堀ひろし委員長)

意識改革等も必要だが、定量的に業務を縮減できないのならば、持ち帰り残業が増える

ことが懸念される。

実際に取り組んでみて、半年後や一年後にどう変わったの力
|、 校長にF耳写く|だけではなく、

アンケー トをとって、教職員の現場の声を拾い上げるような取組をお願いしたい。
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(高校教育課人事管理監)

現在、出退勤管理システムを活用し、 1年を3期に分けて勤務時間の調査をしておりヽ

その結果は学校八知らせている。次年度以降は、外部の委員も含めて検証を進めていきた

い。その中で、委員ご指摘の懸念があれば、対応を検討していきたい。

口第76・号議案 第二期長崎暴立高等学校改革基本方針について

(堀江ひとみ委員)

現在、1学級の定員は国の高校標準法では40人であるが、第二期基本方針期間中の

10年間においても、法律が変わらない限り変更しないのか。

(県立学校改革推進室長)

,本県においては、法の定めに準じているところである。

(堀江ひとみ委員)

この法律は1980年 に40人となつて以来変更がなく、法律が変わらなくても長崎県

が単独で先生を増やすという姿勢はないのか。

(教職員課長)

標準法にもとづき算定された教職員数に対して、国から財源が措置されている。法律で

措置されていないところについては、県単独の予算措置となるため、本県の厳しい財政状

況を考えると、単独で措置することは非常に困難であると考えている。

(堀江ひとみ委員)

県は人口減少対策として、様々な取組をされているが、基本方針には生徒数減少が今後

も続くと書かれており、人口減少対策との関連はどう考えられているのか。

(教育長)

例えば婿活等の施策の効果が出ても、子どもが高校に入学するのは15年後である。第

二期基本方針における10年間は、現状の生徒数の推移を見ての考えであり、生徒数が増

加した場合には柔軟に対応していきたいと考えている。

(松本洋介委員)

適正な学校規模の基準を下回る、 1学年 2学級以下の 15校については、統廃合の対象

となるのか。

(県立学校改革推進室長)      ―

定員を大きく下回うている1学年 2学級以下の学校においては、地元市町等を交えた協

議会を設置して期間を定めて活性化策の協議を行い、活性化策に取り組む。その成果を見

た上であらためて検討していく。
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(松本洋介委員)                             |
入学者数が定員割れをしている公立高校が54校中36校あり、危機感をもつている。

地域から選ばれる高校にするために、今後どのような改革を行 うのか。

(県立学校改革推進室長)

高校の魅力化を進めるにあたっては、地元の中学校や企業等と連携した教育活動を進め

なければならない。また、中学生のニーズに応えていけるような魅力化や通学支援など地

元の市町と協力しながら考えていくことが大切である。このことについては第二期基本方

針においても謳つている。

(川崎祥司委員)

五島高校衛生看護科について、卒業生の多くが島外の上級学校に進学し、島内への就職

者も少数ということで、今後、どのような改革を検討しているのか。

(県立学校改革推進室長)

看護師養成課程の導入は施設 。設備、指導者の問題など、課題が多い状況である。今後

は、中学生の志望や卒業後の進路及び養成のための施設等の状況を踏まえ、検討すること

としている。

【陳情審査】

口 陳情番号86

□ 陳情番号 2
回 陳情番号 7

『長崎県立世知原少年自然の家の運営存続について (お願い)」

(佐世保市長)

「海運・船員の政策諸課題に関する申し入れ」(全 日本海員組合)

「長崎県立世知原少年自然の家の運営存続について (要望)」

(佐世保市長)

「要望書 (県内企業 (単体又は共同企業体)での発翔調査の実施につ

いて」              (長 崎文化財保護調査研究会)

「長崎奉行所西役所等遺跡群の調査・保存 日活用 B.公開・設備に関す

る陳情書ⅥJ              (養 生所を考える会)

「県立学校における有資格の学校司書の配置の継続 臼拡大を求める陳

情」              (長 崎県高等学校教職員組合)

回 陳情番号 8

陳情番号 13

陳情番号 15

・陳情8 要望喜 (県内企業 (単体又は共同企業体)での発掘調査の実施について

(下条博文委員)

発掘調査に係る入札のルール、体制、仕組みについて伺いたい。
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(学芸文化課長)

発掘調査業務委託の一般競争入札については、平成 25年 2月 に総務部長、出納局長か

ら通知があつた「物品調達及び業務委託等に係る入札参加者等選定要領」に則 り、入札を

実施している。要領によると、入本L参加者の選定にあたり、県内企業と、県外企業で県内

に支店等を有し、常勤の従業員を雇用している企業を同列に扱 うと記載されており、この

要領に準じて入札を実施しているところである。

(下条博文委員)

共同企業体の条件として、長崎県内に本店がある企業のみを対象にするなど、要望書に

記載されている改正案のように、共同企業体の条件を改正することは可能なのか。

(学芸文化課長)        ン

ご要望にあるような、長崎県内に本店がある企業のみを対象にするなどというた改正

は、県全体の一般競争入札制度を改正する必要があるため、私どもでは判断できない。

(下条博文委員)

仮に、県外企業で支店が長崎県内にあるが、支店を登録しているだけで実体がない企業

が入札に参加した場合、どのような状況になるのか。

(学芸文化課長)

入札参加資格の条件として、全体の労務管理を行 う現場代理人や調査員が自社社員であ

ること、 1年以上の営業実績があることなどといらた条件を設けているほか、登記簿謄本

や調査員等の経歴書などを提出いただいて審査を行つている。公告している参加資格につ

いて虚偽の申請があつた場合は当該入札の資格を与えない措置や、後 日虚偽申請が判明し

た場合は入本L資格を3年間与えないといつた規定がある。

B陳情7 長崎県立世知原少年自然の家の運営存続について (要望)

(外間雅広委員)

世知原少年自然の家は、佐世保市をはじめ、平戸市、松浦市、北松浦郡や近隣の市町を

含めたところで広範囲で使える教育施設として、また、体験型学習の拠点として使い勝手

のいい素晴らしい施設であるが、財政の問題等を理由として、廃上に向けての話をいただ

ヤヽアと。

ただ、これについては、教育長自ら廃上の延期の英断を下していただいたので、これに

は心から感謝を申し上げたい。延期をして、存続を前提に何か残すことができるなら、こ

れから提案ができればしつかりと提案していきたい。今後、教育長が言 う財政的な不安を

どう払拭するかが最大の課題ではないかと思つているが、まず、施設の運営管理について、

直営でやつているのか、それとも他の方法でやつているのかお聞きしたい。

(生涯学習課長)
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指定管理者制度で、佐世保市にあるNPO法人に運営を委託している。

(外間雅広委員)

運営費はどれくらいを要してし
Iヽ るか。

(生涯学習課長)

県の負担金は、年 4,500万 円程度である。

(外聞雅広委員)           ｀

この財政負担をどう乗 り越えていくかがこの陳情の最大の課題だと思つているので、お

互い話し合いを進めていけば、何らかの道が開けるのではないか。

延長を有効に利用して、この陳情・要望について何としてでも乗り越えたい。運営管理

次第では、金額を低減化して何とか乗り越えることができるのではないかと思つている。

佐世保市のみならず、佐々町、小値賀町、平戸市、松浦市などの首長や教育長が、この施

設を何としてでも存続をお願いしたいという要望もあがってきている。そういった方々と

連携して、何としてでもこの要望については、前向きに検討してほしい。       
｀

H陳
情 15 県立学校における有資格の学校司書の配置の継続・拡大を求める陳情

(堀江ひとみ委員)        
―

学校司書の配置について、現状と新年度の方針を教えてはしい。    |

(高校教育課人事管理監)

現状としては、4校に司書の資格を持つた方を月給制で 1名ずつ配置している。高校教

育課の予算では(こ の他に8名の非常勤職員を配置しており、資格を持つていることが望

ましいという考え方もあるが、持っているのは 1名 のみとなっている。

今後は、月給制の4名 を 1名 とし、非常勤の方を16名 に増や して、できるだけ多くの

学校に配置する方向で計画している。

(堀江ひとみ委員 )

資格のある方を配置してほしいという陳情なあだが、資格がある方とない方の業務は同

じなのか。               . .

(高校教育課人事管理監)

業務内容としては、いずれの方々にも図書資料の整備や、図書の貸し出し、調査 。統計、

教育支援等必要な業務をしていただいている。

資格を持った方については、平成 27年度から3校、平成 28年度から 1校へ配置して

おり、取組を蓄積 したり、研修会での実践報告等で他の学校今普及をしていただき、学校

図書館の運営の円滑化を図つている。

つまり、資格を持うている方は、その取 り組みを他の県立学校へ広げてぃくという大き
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な目的があり、その成果も上がっている。

また、有資格者であることは望ましいことだと考えているが、有資格者であることを採

用の条件としたときに、地域によつては、人材の確保が難しく、採用ができない地域がで

てくる可能性もある。

(堀江ひとみ委員)

陳情の趣旨としては、有資格者が配置された学校では、本の貸し出し数が増えるなど、

大きな成果を上げているので、有資格者を採用してほしいということ。また、有資格者が

配置されていた学校には、来年度も引き続き、有資格者を配置してほしいということを言

つている。

地域によつて人材の確保が難しいということを前提として、今年度有資格者が配置され

ていた学校についても、最初から有資格者であることを条件とした募集をしないのは納得

いかない。

(高校教育課人事管理監)

有資格者が応募してきて採用できれば大変良いという考えもあるが、有資格者が応募し

てきてくれなければ、そもそもその学校に配置できなくなってしまう。

(堀江ひとみ委員)

月給制でなく、時給制で募集するから応募してこないのではないか。月給制であれば社

会保険もある。本当に有資格者が必要であればt月給制で募集すべきではないか。

(高校教育課人事管理監)

学校司書の配置については、県の単独の予算で賄わなければならない。限られた予算の

中で、配置の在り方を研究し、生徒が利用する際に、円滑に業務が行えるよう、配置校を

増やすという方向で検討している。

(堀江ひとみ委員)

資格があるということを大事嘩考えて、月給制で公募してはしい。3月 なので、既に公

募していると思うが、ぜひ見直しを検討してほしいことを強く申し上げておきたい。

B陳情2 海運・船員の政策諸課題に関する申し入れ

(赤木幸仁委員)

長崎鶴洋高校水産科の募集定員の減は、不充足数だけでなく、長崎県が求めている人材

や産業の現状を鑑みてのことか。

(県立学校改革推進室)

長崎鶴洋高校水産科については、志願倍率が低下し、大きな不充足が生じているが、募

集定員を減らしながらも、水産業界の構造の変化に対応するため、企業ニーズに応じた学
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びの改革を行 うこととしている。

(赤木幸仁委員)

鶴洋高校の3月 の卒業者 101名 中39名 が水産関連へ就職 しているとのことだが、育

てている人材と県内の産業が、ミスマッチを起こしているのではないか。もしくは、生徒

たちの意向が変化しているのか。何か把握 しているか。

(高校教育課長)

101名 というのは、平成 31年 3月 に卒業した生徒の人数であり、そのうち就職した

生徒については、水産関連が39名 、非関連が37名 となつており、就職者の中で水産関

連は約半数という状況である。また、生徒一人一人の事情があるので、細かな分析はでき

ていない状況である。           「

(赤木幸仁委員)

「4.海に親しむ活動の推澁もに「初等。中等教育の段階において、海に規しむ体験活
動などを一層充実させること」とあるが、このような活動が行われているか把握している

か 。

(義務教育課長)        |
小中学校で独自にそういう活動は行われていなぃ。ただ、関係機関からの要請等につい

ては、市町教委へ紹介をしている。

(赤木幸仁委員)

連携 して取り組めることがあれば検討していただきたい。

【政策等決定過程の透明性等の確保などに関する資料】

□ 「障害のある子どもの教育め在り方に関する検討委員会Jについて

(川崎祥司委員)

障害のある子どもの教育の在り方に関する検討委員会の会議結果報告の中に、「特別支

援学校の生徒数が増加し教室不足が生じている学棟がある」とあるが、具体的にはどこかЬ

課題の解決に向けて何か対応はしているのか。

(特別支援教育課長)

検討委員会委員の意見であり、県北地区の学校を想定したものである。県北の特別支援

学校の本校としては、佐世保特別支援学校があり、現在、平戸市・松浦市を含あて広域的

に児童生徒を受け入れており、教室不足に対しては特別教室の転用等の工夫をしている。

なお、特別支援教育推進基本計画第4次実施計画に基づき、令和 3年 4月 から平戸市立田

平中学校内に佐世保特別支援学校小 。中学部の分教室を開設するよう準備中であり、開設

によって教室不足は解消すると考えている。
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(川 崎祥司委員)

「特別支援学校が避難所になるのは合理的」という意見があるようだが、どういうこと

か 。

(特別支援教育課長)

特別支援学校における機能の充実という視点で、検討委員会の委員から出された意見で

ある。現在でも、特別支援学校の体育館が災害時の避難所として指定されているところも

あるが、特別支援学校は、バリアフリー等の面から施設が充実してるので、障害のある人

の避難所として適しているという意見である。

【議案外】

口 新しい高校入試制度について

(松本洋介委員)

本日高校入試があつているが、今の中学 2年生は、来年、新しい高校入試制度で、今ま

で1回 しか受けられなかつたのが、前期と後期で 2回受けられると大きく変わつている。

なぜこのように変えたのか。

(高校教育課長)

昨年 9月 に発表し、現在、校長会や中学校への説明等進めているところである。

背景については、従来から、中学校側からの推薦入試の廃上の要望があり、地域間、学

校間の差はあるが、推薦入試の志願も低詞であつたため、今回見直すことになうた。

(松本洋介委員)

前期選抜の中で、今までになかつたプレゼンテーションや実技という科目が加わつた

が、中学校では、どのように指導していけばいいのか。

(高校教育課長)

プレゼンテーションについては、具体的には、例えばだが、A3判くらいの用紙に中学

校で取り組んだことや、高校で頑張りたいことをまとめて、それを見せながら説明してい

くといつたものなどである。今までは面接だけだつたが、プレゼン冴‐ションの能力を見

たいということである。実技については、波佐見高校に技術工芸科という学科で、絵やデ

ザインの力を見るというたものがあり、専門性の高い高校に限定される。

(松本洋介委員)

確かにプレゼンテーションが試験になると、中学校の先生たちは準備をするだろうし、

それが主体的な学習にうながると思う。実技に関しても、やりたいことの意欲を高めるき

っかけになると思う。
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ただし、指導する側からすると、前期選抜の割合が気になるはずである。

また、学力とプレゼンテーション と実技のテス トの比重はどのようになるのか。

(高校教育課長)

前期選抜の割合だが、募集定員の5～ 50%の中で、各学校が決定するものである。

学力と、プレゼンテーショシ 。実技のテス トの比重だが、各学校で、特色を出す中で、

プレゼンテーションが強い生徒を取りたいというこということであれば、その比重を増や

せるようにしていきたいと考えている。

詳しい内容については、今の中学 2年の生徒や保護者が早く知りたいはずだと認識して

いる。現在、各高等学校が検討しているところであるが、例年であれば5月 下旬に公表し

ているスケジエマルを 1か月程度前倒して、詳しい内容を公表し不安を解消したい。

□ 令和元年度におけるユネスコ無形文化遺産への提案候補の選定について

(松本洋介委員)

文化庁から2月 19日 に報道発表があった、ユネスと無形文化遺産への提案候補の選定

について(長崎県からは大村市の沖田踊・黒丸踊、平戸市のジャンガラが候補に選定され

たが、ユネスコ無形文化遺産登録の手続きや趣旨について伺いたいと

(学芸文化課長)

今回の選定は、国の重要無形文化財を文化庁がグル‐ピングし、「風流備」として全国

37件の無形文化財を候補として選定したものである。今後は、令和 2年 3月 中に国の関

係省庁連絡会議で審議が行われ、3月 末までにはユネスコ事務局へ提案書が提出される予

定である。国でのユネスコ無形文化財の審査は実質 2年に 1回 となっており、令和 2年は

伝統建築工匠の技が審議される予定のため、風流踊については令和 3年に政府間委員会に

おいて審議が行われ、令和 4年 11月 頃に審議され決定となる予定である。

(松本洋介委員)

ユネスコ無形文化遺産に登録されると、国から支援があるのか伺いたい。

(学芸文化課長)

ユネスコ無形文化遺産に登録されると、知名度が上がり活動が活性化されるものと見込

んでいる。1文化庁は昨年12月 に、エネスF無形文化遺産の人材育成事業等にかかる経費

に対し、補助率が100%の補助金を策定しており、観光ボランティアガイドの養成経費

や普及啓発のための講演会等開催経費、英文教材の新規作成経費などに対し補助を受ける

ことができる。

口 新型コロナウイルスヘの対応について

(松本洋介委員)

臨時休校における子どもの居場所にういて、障害のある子どもの居場所の確保が,い配さ
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れるが、現状はどうか。

(特別支援教育課長)

一斉休校のあと、児童生徒の居場所について相談があつた場合の対応について、各特別

支援学校長あてに依頼したところである。現時点で 3校において 5名 の子どもの受入れを

行つている状況である。

(松本洋介委員)

自宅で過ごすように、人の集まる場所をさけるようにと通達し学校でも指導されている

と思うが、休校中に部活動をしている、外出して遊んでいるといつた情報が寄せられてい

る。学校だけで抑えられることではないが、通達している以上は教員が電話や巡回、家庭

訪問などの対応が必要ではないかと思うが、現状はどうか。

(義務教育課長)

県内21市町への聞き取り等を行つており、いずれの市町教委や学校も感染予防という

臨時休業の趣旨を十分踏まえたうえで、家庭での学習の充実や児童生徒の居場所作り、安

全確保等に向けて努めている。特に児童生徒の安全確保については、各市町教委や学校に

よつて形は異なるが、家庭訪問を実施 したり、電話連絡をしたり、校区内の巡回を行った

り、対馬市の中学校ではタブレントが 1人 1台あるのでそれを活用した見守り等を行つて

いる。部活動や外出の件については把握していないが、気付きがあれば学校に連絡してほ

しい。

(松本洋介委員)

学校に併設している学童については、教員のフォヨーやサポー トがあればとの声があつ

たが、連携はできているのか。

(義務教育課長)

放課後児童クラブヘの教職員の支援については、国からも通知が来たので市町へ協力依

頼を行つた。各市町とも要請があれば対応すると伺つており、昨日の段階で 6市町におい

て、教員または市町が雇用している学習菜援員等が放課後児童クラブに協力していると伺

つているとなお、必要に応じて学校で受け入れているところであり、今のところ放課後児

童クラブ、学校の両方にも受け入れられていないという報告は無い。

(松本洋介委員)

低学年で学童にも入れず、両親や祖父母も見れずヽどうしても預けられない児童は、文

部科学省も市町の判断で学校で対応してほしいとあるが、長崎市と佐世保市Iま対応してい

ると聞いたが、他の市町はどうか。

(義務教育課長)

‐41‐



いくつかの市町lま棘課後児童クラブで対応できるとしている。また、ほかの市町でも学

校での受け入れを始めている。現在、文部科学省の調査があうており、それがまとまれば

数字については提示できると考えている。

(松本洋介委員)

教員も大変と思うが、児童生徒の安全安心のために協力をお願いしたい。

(川崎祥司委員)

学習状況について、課題を与えて取り組ませていると思うが、様々な報道等で遠隔によ

る学習も行われていると聞いた。遠隔による学習は、実施主体はどこか。

(義務教育課長)

報道にあったのは、対馬市の中学校のことだと思う。対馬市の中学生はタル ットを 1

人 1台持つており、それを活用して学校が独自に生徒と、遠隔により健康観察や自宅学習

の確認を行つている。具体的には、タブレットを持ち帰り、毎朝決まった時間に健康状況

を報告する。報告がない場合や体詞が悪いと報告があつた場合は、電話または家庭訪問を

実施 し健康観察を行つている。学習面では、学校から課題を送信し、生徒は課題を終える

と返信する。そして、学校で添削しコメントを返すといったやり取りを行つている。

(川崎祥司委員)

いま、国の端末整備の話もあつているが、こういつた不測の事態に、このような使われ

方ができるのであれば、ノく~ド面の整備も前倒しで進めていただきたい。

また、今のように時間があるときには読書をするような取組はされてぃるかど

(義務教育課長)

家庭学習の中で読書は一つの大事な要素であり、各学校で臨時休業に入る前に、それぞ

れの実態に応 じた指導をされていると考える。

(川崎祥司委員)

時間があるときには、そういちた取組も進めていただければと思うЬ

次に、運動支援についてはどうか。

(義務教育課長)

文部科学省の通知では、感染予防のため自宅で過ごすようにお願いしているものの、健

康維持のため屋外で適度な運動をすることなどは妨げるものではなく、感染 リスクを極力

減らしながら適切な行動をとってもらうことも重要だとされている。難しいことかもしれ

ないが、密閉されているなど感染リスクが高い場所でなければ一定運動ができるとの考え

方だと思 ゑ。これは市町教委今も通知したところである。
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(体育保健課長)

運動支援は行つていない。地域の実情に合わせて市町教育委員会や各学校で対応されて

いるものと考えている。実際、ある学校ではヽ校長が保護者あてのお知らせに「時には自

宅でストレンチや筋カ トレーニングをするなど気分転換を図るようにしてください」とい

う文言を記載している事例もあつた。

(川崎祥司委員)

身体面の配慮もお願いしたい。

(川崎祥司委員)

新型コロナウィルスの影響について、専門家会議では、長期間に及ぶかもしれないとい

う意見がある中、学校の臨時休業の期間の延長も検討すべきではないか。不測の事態には

十分備えていただきたい。

(高校教育課長)

臨時休業の延長については、国の動きや文部科学省の方針を見極めながら適切に対応し

てぃきたい。セヽずれにしても(感染拡大の防止を優先して考えていきたい。

(赤木幸仁委員)

新型コロナウィルスの影響で、高校入試において混乱等はなかうたかも何か対策をとつ

たかと

(高校教育課長)

感染者や濃厚接触者がいた場合の救済措置や、咳や発熱等がある生徒への別室受検等に

ついて、指示をしていたが、特に混乱を生じる事態は発生しなかった。

(赤木幸仁委員)

臨時休業後に学校でアルコール消毒液が足 りなくなるような事態は発生しないだろう

か。また、教職員の健康管理についても努めてほしい。

(高校教育課長)  1
卒業式や高校入試が行われたが、アルコール消毒液等が不足しているといつた報告はな

く、教職員は学校で勤務しているので、年度末 。年度初めに向けた準備は遺漏なくできて

いると考える。

教職員の健康管理については、高校入試が特に注意すべき場面だつたが、教職員の感染

防止に万全の体制を敷くように学校へ通知を出しており、現在のところ問題は発生してい

ないと            
｀

(赤木幸仁委員)
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遠隔での学習支援について、埼玉県ではHPに教材をダウンロー ドできる仕組みとなつ

ている。長崎県でもこういつた取組はしているか。

(義務教育課長)

県の教育センターや県教委のHPに取 りまとめられている問題事例や過去の全国や県

の学力調査をダウンロ‐ ドできるようにしている。

(赤木幸仁委員)

わかうた。できる限り児童生徒に教育の格差が生まれないような取組も検討しないとい

けないと思う。教材をオンラインで誰でも見れるように公開しているところもあるので、

長崎県でも検討していただけないか。

(教育次長)                            
´

委員ご指摘の件については検討しているところだが、今後の休業の状況も一つの判断材

料になると思っていると教育センターのWebペ ージを使いながら工夫ができないか検討

したい。

(赤木幸仁委員)           .
無料で使えるツ■ルもあるので、今のこの時期に様々な学びができるように検討してい

ただきたい。

(堀江ひとみ委員)

家庭で見れない児童については、学校や学童で見るような案内がされているが、学童保

育にも登録児童の半分しか来てない、学校にも来てないという状況もわるようだが見解

`ま

。

(義務教育課長)

保護者に非常に協力していただいている。保護者が無理でも祖父母に預けるなどの対応

がされていることが十分に考えられる。

口 物品の発注について

(川崎祥司委員)          ;
物品の発注についてヽ総額 3,000万 円を超えるとWTO案 件となる。WToと なる

と、発注先を県内企業に絞れなくなるが、県内企業が受注できるように何か工夫ができな

いか。                  ‐     |

(教育環境整備課長)     ・

本課では7年更新の計画で県立学校のパソコン教室等のパソコン整備を行つており、総

額 1億 3,000万 円程度となるため帯To案件になつている。県内企業が入りやすい止
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夫として、令和元年度は8地区に学校を割振り、地区ごとに8件の発注をしており、地元

企業が入 りやすいようにしている。

(川 崎祥司委員)

令和元年度の8件全てを県内企業にできるように工夫、努力はできないのか。

(教育環境整備課長)

現在の政令の中では、地区ごとに発注し、受注機会を増やすのが精一杯と考える。

口 教科書採択にういて

(川崎祥司委員)

学校の教科書選定にういて、どのような作業で誰が選定をしているのか。

(義務教育課長)

公立学校で使用される教科書については、その学校を設置する市町や都道府県|の教育委

員会に教科書採択の権限がある。市町立小中学校については(採択地区市町または採択地

区内の市町が共同して、教科ごとに同一の教科書を採択することになる。本県の採択地区

は12地区あり、このうち5地区が複数市町で構成される共同採択を行つている。1共同採

択をするのは、市町によつては学校数が少ないなど、単独での採択が困難であること、ま

た地域的条件からその地域内で同一の教科書を使用することが適当と考えられる地域で

あり、近隣の市町で採択地区が構成されている。採択の方法は、採択権者である市町教育

委員会が、県が作成 した採択基本方針及び選定資料を参考に、採択地区ごとに独自に調

査 。研究したうえで、 1教科につき1種類の教科書を採択する手順となっているも

(川 崎祥司委員)

教科書に ICT教育がリンクされて、より理解度が進んでいくような教科書や、あるい

はデジタルコンテンツ等がコラボするとよリー層良い教科書が採択されるのではないか

と思うが、 ICTや デジタルの部分については、採択における基準は設定されているか。

(義務教育課長)

先ほど話した選定資料の項目に、 ICTを取り上げた項目がある。今回の教科書での I

CTの部分については、プログラミング教育に関する記述や二次元コー ドが大幅に入つて

きている。このような点を選定資料に入れて、市町教育委員会が選定する際の資料にして

いただいている。

(川崎祥司委員)

より理解度が深まるような教科書の選定をしていただきたい。

(川崎祥司委員 )
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視覚障害者のために、大きな文字で作り直した本が図書館にはある。教科書について、

そういう工夫はあるのか。

(特別支援教育課長)

検定教科書については、文字を拡大した拡大教科書や点字教科書が発行されており、通

常の学級や特別支援学級の子ども一人二人の障害に応じた教科書が使用できる。

加えて、「音声教材」があり、文科省が作成委託した団体が作成した音声教材を、PC
やタブレント端末に取 り込んで活用している子どももいる。

(川崎祥司委員)

具体的にはどういらた効果があつたのか。

(特別支援教育課長)     |
例えば、音声教材については、本県において 55名 が需要を希望している。 PCやタブ

レット端末に取り込んで、白黒反転して文字を見やすくしたり、行間を広げるなどの操作

をして読みやすくしたりなどできる。音声教材は取り入れ始めて間もないので、今後t県

教委しても使い方や効果等の情報を蓄積し、発信 していきたい。

| 口 新規高等学校卒業者の就職状況について

(中 山功委員 )

就職者の県内就職割合が前年同期から0。 4パーセント上がり、過去最高の値を出した |

ということで、努力を評価 したい。今後、どのように取組を継続して強化していくのか。

(高校教育課長)

毎年担任が入れ替わるので、新年度の新たな 3年生担任入も研修を実施すべきと考え

る。今年度のはじめに、全ての工業高校の3年生の担任に研修を実施したのだが、来年度

は商業高校、農業高校を含めて実施したい。

併せて管理職への研修も実施する。特に、教頭が 3年担任への日配りや、キャリアサポ
~ト スタンフと担任をうなぐ役割を担つているので、進路指導研修実施していきたい。

また、キャリアサポー トスタッフに対してもヽきめ細かぃ指導を続けていきたいも

(中 山功委員)

長崎工業の話を聞くと、担任が生徒とよく話をしたということでtそ こが基本ではない

かと思 う。引き続き担任への研修を実施してほしい。

また、県内就職は大きな課題だと思 うが、若者の離職が進んでいると思う。新規卒業者

の 1年から3年未満の離職率を把握しているか。

(高校教育課長)
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長崎労働局が公表している直近の数値で 3年未満の離職率は43.2%、 2年前の数値

は47.2%か ら4ポイント改善している状況である。

(中 山功委員)

高校の進路調査で未定が 15～ 20%い るが、就職についての指導はどう行つている

か 。

(高校教育課長)

就職を希望する生徒は゛学年が上がるにつれて段々と、職種や県内外などを具体的に考

えはじめていくと思うが、3年生になつても未定も者もいる。就職する生徒が多い高等学

校等において、インターンシップや企業説明会、キャリアサポ∵ トスタッフとの面談等を

通して、適切に指導していきたい。   |

(中 山功委員)

県立学校における離職者や無業者の相談支援体制はできているか。全ての県立学校に担

当者を置くなど体制ができていないと推測する。学校が相談相手となるのが良いと考え

る。良い体制ができている学校もあるはずなので、できるだけ全校同じレベルヘ引き上げ

れば、離職率や無業者が減ると思う。全学校に調査し、取り組んでいただきたい。

(高校教育課長)

早期離職した卒業生は学校へ相談するようにしており、その後ハローワークにつなぐ体

制をとつている。

来年度以降、産業労働部と連携しながら、Uタ ーン離職の卒業生を含めて、支援の体制

を考えていきたい。全校に対して、そういつた卒業生へのアフターケアについても指導し

ていきたい。

口1男女混合名簿について

(堀江ひとみ委員)

今の時点で、県立学校と公立小中学校の卒業式でどのように呼名がされたか、予定も含

めてどうか。    |

(高校教育課長)

3月 1日 に卒業式を実施した県立学校 65校へ調査した結果、男女混合名簿による呼名

を行うたのは 12校、男女別名簿で男子から呼名したのは52校、女子から呼名 したのは

1校でありました。

(義務教育課長)

予定だが、小学校は81%の 259校、中学校は65%の ■12校、義務教育学校は 2

校とも男女混合名簿での呼名である。
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(堀江ひとみ委員)

1 高等学校における男女混合名簿の使用はどうなつているのか。

(高棟教育課長). 
「

男女混合名簿については、男女平等や LGBTへの配慮の視点から、来年度からの原則使

用に向けて各校長⌒検討を依頼しており、校長会が年度の途中で調査したところ、全ての

学校で使用するとのことである。

(堀江ひとみ委員)

小中学校においては、各市町教委にお願いする形になると思うが、未実施の学校でも実

施する見通しがあるのか。

(義務教育課長)

男女混合名簿については、確実に増えてきている。 8市町については全ての学校で実施

されている。 4月 以降については、県立学校でこのような取組をしていくので、県立学校

の取組を各市町教委へ情報提供する中で、男女平等の視点やLGBT当 事者の人権という

視点から、是非検討していただきたいと考えている。

口 変形労働時間制の導入について

(堀江ひとみ委員)

変形労働時間制は導入すべきではないと思つているが、法律の施行 日は令和 3年 4月 1

日からである。現在の県教委としての見解はあるか。また、導入についての判断はいつに

なるのか。

(教育長)         .
現時点では導入の素地がないので、まずは勤務時間の上限を達成し、その後検討したい。

導入するとした場合に、いつの時点で条例改正するかは白紙である。

少なくとも、今度の6月 議会はありえないと考えている。もし判断をするなら、勤務時

間の上限設定の取組の結果を見極めてからになる。令和 3年度から適用するようなことは

考えていないと

口 教育長と語る会ついて

(中村和弥委員)

教育長自ら、これまで多くの先生方と「教育長と語る会」で意見交換を行つている。教

員の方々と話をするなかで改善点や良い点を把握していると思うが、足りない点や今後行

つていきたいことはあるか。
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(教育長)

教育長に就任してから、義務教育、県立学校の教員、社会教育関係の社会人の方々と本

音で語ろうということで意見交換を行つている。私が教員ではないので、学校の文化とい

うところが見え、悪いということではないが、今までの日本の教育として積み上げてきた

実績、成功体験をそれぞれベースに持つていてそこからなかなか脱却できない部分もあ

る。時代にあつて変えるべきところもあるが、ふみだしがなかなかできなぃ部分もあるの

ではないかと感じる。教育委員会そのものが素人の集まりの行政委員会で、県民目線のな

かで教育をどう変えていくか、どうあるべきかという立場にあると思つている。先生方は

熱心なので、空いている時間に教材研究をしたり、部活動も時間いつぱい子どもたちを指

導したりする。時代が変わつてきたことを真摯に受け止めてもらい、子どもたちが大人に

なって生きる時代を想像して、今の教育に携わつてもらいたいと思う。今の裏返しだが、

非常に熱心に時間を忘れて取り組んでいただいていることが、教育県長崎をここまで発展

させてきたと思う。県の教育員会としては、現場の先生方の頑張りができる環境、また頑

張りを支える環境を作つていくことが役日ではないかと感じている。

回 競技方向上について

(中村和弥委員)

長崎国体以降における競技力向上のための予算の推移について伺いたい。

(体育保健課長)

平成 26年に長崎国体があつて以降、平成 27年は約 2憶 3千万ぐらいであつた。また、

平成 30、 31年については、県立総合体育館に筋力を測定する機器等の整備費用が予算

計上されるなど、ほば、横ばいの状況で推移している。

(中村和弥委員)

平成 30年福井国体では41位まで順位が下がつたがその原因の調査を行つたか。

(体育保健課長)

福井国体終了後、全競技団体からヒアリングを行い、その結果、点数を稼げる少年団体

種目を強化することや指導者の養成などが必要であることが見えてきたため、その部分に

重点を置いた予算を編成し、競技力向上に取り組んできた。

口 (公財)長崎県体育協会の財政状況について

(中村和弥委員)

長崎県体育協会について、どのような位置付けだと考えているか伺いたい。

(体育保健課長)

長崎県体育協会は、競技力向上や各競技団体をグリップする組織で、国体の選手の派遣

業務など、本県にとつてなくてはならない団体だと認識していると
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(中村和弥委員)

長崎県には必要な体育協会だが、この運営が非常に厳しいということを聞いている。そ

の原因は予測するに、長崎目体の開催に向けての準備でかなりの出費があつたために運営

的に厳しくなうてきたのではないかと思つている。県として、この体育協会が現在どのよ

うな現状にあるか、説明していただきたぃ。

(体育保健課長)

毎年度収支決算において、赤字を計上しているという状況で、今年度基本財産の~部を

そこに補填されている状況である。

(中村和弥委員)

´
今、おつしゃら江たとおり非常に厳しい経営状況だということである。その原因として、

国体の優勝を勝ち取るために体育協会が持つていた予算をある程度使つてしまつたので

はないかと思っている。国体の開催に向け、体育協会 Iごついては、県から十分な予算を出

すよう要望していたがそれが叶わなかった。このことから、ある程度の部分を体育協会か

ら捻出しなければならなくなったのではないかと思うがどうお考えかも

(体育保健課長)

今の質問とイよ、視点が少しずれるかもしれないが、現在体育協会とも協議を重ねながら、

収支改善について、どのような目標を設定し、行つていくかということを二緒に作業して

いるところである。まずは、体育協会の収支のバランスをしつかりと図ることが大事と思

う。

(中村和弥委員)

この体育協会の経営状態について、県立体育館や県射撃場などの指定管理をはずれたこ

とも挙げられる。指定管理者であつた頃は、ある程度収入も入つてきて、それで運営がで

きており、基金も積み立てていたと思う。しかし、指定管理者ではなくなつたために、財

源としては、協会の方々からのご支援分しかなくなったことから(運営が成り立たなくな

ったとぃう考えもある。現時点で指定管理者に戻すというのはいろいろな障害もあり、難

しいかもしれないが、なんとかしてもう下度再建する道を探すべきだと思うもそうした時

に、これまで県として、この体育協会に対し、どのような指導を行つてきて、これからは

どのように指導していこうと思うかもう一度伺いたい。

(体育保健課長)

重複するが、既に体育協会が行う事業についてもアドバイスするなど協議を行つてお

り、まずは体育協会が収支改善に駁り組み、会計の適正化をしていただくことが第すと考

えている。そこを踏まえたうえで、県として役割を果たしていく。
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(中村和弥委員)

県に支援してもらうことも一つの対策だと思 う。ただ、厳しい財政状況の中、この体育

協会のためにそれだけの予算を捻出するというのは中々難しいと思う。しかしながら、こ

の県体育協会は必要なものであるから、県としてどこまで支援ができるのか、また、今後

どのような対策をすべきか再検討していただきたいと思うが教育長はいかがか。

(教育長)

県体育協会は公益財団法人であるので、まず自立することが原貝Uである。県との関係で

言えば、委員ご指摘のとおり、競技力向上やスポエツの振興という分野を民間の立場で担

っていただいている。そういう意味では、県とタングを組んで施策に協力いただいている

関係であるので、体育保健課長が申し上げたとおり、現状分析をしつかり行つたうえで、 |

体育協会でできることや県がどのような支援をできるのか、十分協議しながら詰めていき

たいと考えている。

□ 鹿島神崎遺跡について

(石本政弘副委員長)

鷹島神崎遺跡にかかる令和 2年度事業について、具体的な事業内容を伺いたい。

(学芸文化課長)      .
松浦市では琉球大学と連携し、鷹島海域の音波調査、発見された沈没船のモ■タリング

調査を実施している。その他にも、木造遺物め保存処理として トレハロースを染み込ませ

る作業を、太陽光の自然エネルギーを使らて予算を低廉化できるよう研究を進めていると

ころである。

(石本政弘副委員長)

これまでも県の重点事項として取り組んでいただいているところであるが、さらに踏み

込んだところで、鷹島における水中考古学専門機関設置に対する積極的な対応を関係部署

で検討し取り組んでいただきたい。

(学芸文化課長)

水中遺跡の調査となると予算的に多大な経費がかかるため(国に対して国策として取り

組んでいただくよう要望している。水中考古学専門機関の設置については、国にご協力い

ただかなければならないと考えている。また、鷹島神崎遺跡の周知啓発については、松浦

市と協力 して文化庁主催の「発掘された日本列島2020展 」への出展をするなど、周知

啓発に努めていく。
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